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  ○北しりべし廃棄物処理広域連合職員賞慰金支給条例 

 

制  定 平成 14 年 ７月 １日条例第 25 号  

最近改正 平成 23 年 10 月 31 日条例第 １号  

 

 （目的） 

第１条 この条例は、職員が公務上の災害又は通勤による災害により死亡し、又は障害の状態となっ

た場合に、その遺族又は職員に支給する賞慰金について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。 

  地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号。以下「法」という。）第２条第１項第１

号に規定する者 

  北しりべし廃棄物処理広域連合議会議員その他非常勤職員等の公務災害補償等に関する条例

（平成１４年北しりべし廃棄物処理広域連合条例第２４号。以下「条例」という。）第２条に規

定する者 

 （支給対象） 

第３条 賞慰金は、職員が法又は条例に基づき公務上の災害又は通勤による災害により死亡し、又は

障害の状態となったと認定された場合に、その遺族又は職員に支給する。 

 （賞慰金の種類） 

第４条 賞慰金の種類は、次のとおりとする。 

  死亡賞慰金 

  障害賞慰金 

 （死亡賞慰金） 

第５条 死亡賞慰金の額は、２，５２０万円とする。ただし、職員が生命の危険を顧みることなく職

務を遂行し、そのため死亡した場合は、４８０万円を加算する。 

２ 死亡賞慰金の支給を受けることのできる遺族の範囲及び順位については、法第３７条の規定を準

用する。 

 （障害賞慰金） 

第６条 障害賞慰金は、職員が法第２９条第２項に規定する障害等級（以下「単に「障害等級」とい

う。」の第１級から第８級までに該当する障害の状態となった場合に、その職員に支給する。 

２ 障害賞慰金の額は、前項に規定する障害等級に応じ、それぞれ別表に定める額とする。 

 （支給決定） 

第７条 賞慰金の支給は、遺族又は職員の申請により広域連合長が決定する。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平 16．２．12 条例３） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平 23.10.31 条例１） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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別表（第６条関係） 

障  害  等  級 金     額 

第 １ 級 ２，０６０万円

第 ２ 級 １，５５０万円

第 ３ 級 １，３６０万円

第 ４ 級 １，２１０万円

第 ５ 級 １，０３０万円

第 ６ 級 ９００万円

第 ７ 級 ７６０万円

第 ８ 級 ６４０万円
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